
JP 5767309 B2 2015.8.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の業務処理サブシステムと、第２の業務処理サブシステムと、ネットワーク機器と
を含むシステムに用いられる方法であって、
　前記第１の業務処理サブシステムは、第３の事業者ネットワークが設置した第１の事業
者ネットワークへの第１の相互接続ゲートウェイシステムであって、前記ネットワーク機
器を介して前記第１の事業者ネットワークにおける第３の相互接続ゲートウェイシステム
との接続を確立し、正常状態において、前記第３の相互接続ゲートウェイシステムからの
メッセージを処理し、前記第２の業務処理サブシステムは、前記第３の事業者ネットワー
クが設置した第２の事業者ネットワークへの第２の相互接続ゲートウェイシステムであっ
て、前記ネットワーク機器を介して前記第２の事業者ネットワークにおける第４の相互接
続ゲートウェイシステムとの接続を確立し、正常状態において、前記第４の相互接続ゲー
トウェイシステムからのメッセージを処理し、前記ネットワーク機器は、アドレスのマッ
ピングを担当し、
　前記第１の業務処理サブシステムにおける機器に問題が発生した後、前記第１の業務処
理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスを前記第２の業務処理サブシステムにマッ
ピングするように、前記ネットワーク機器によって、前記第１の業務処理サブシステムに
マッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正し、
　前記第１の業務処理サブシステムの業務を処理するに必要なデータを予め記憶した前記
第２の業務処理サブシステムによって、前記第１の業務処理サブシステムの業務を処理す
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るステップを含むことを特徴とする緊急時用切り替え方法。
【請求項２】
　前記第２の業務処理サブシステムによって、前記第１の業務処理サブシステムの業務を
処理するステップは、
　前記第２の業務処理サブシステムが、前記第１の業務処理サブシステムの通信対象との
接続用の予め設定された第１の緊急時用アカウントを利用し始め、前記第１の緊急時用ア
カウントで前記第１の業務処理サブシステムの通信対象との接続を確立することを含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の業務処理サブシステムによって、前記第１の業務処理サブシステムの業務を
処理するステップは、
　前記第２の業務処理サブシステムが、前記第１の業務処理サブシステムの周辺機器との
接続用の予め設定された第２の緊急時用アカウントを利用し始め、前記第２の緊急時用ア
カウントで前記第１の業務処理サブシステムの周辺機器との接続を確立することを含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の業務処理サブシステムによって、前記第１の業務処理サブシステムの業務を
処理した後、さらに、
　前記第１の業務処理サブシステムにおける機器が故障を排除した後、前記ネットワーク
機器がマッピング関係を復元し、
　前記第２の業務処理サブシステムが前記第１の業務処理サブシステムの通信対象及び周
辺機器との接続を切断し、前記第１の業務処理サブシステムが前記通信対象及び周辺機器
との接続を確立するステップを含むことを特徴とする請求項１、２又は３のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項５】
　アドレスマッピングを担当する前記ネットワーク機器が、前記第１の業務処理サブシス
テムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正するステップは、具体的に、
　前記第２の業務処理サブシステムは、予め設定されたネットワーク機器スクリプトを実
行して、アドレスマッピングを担当する前記ネットワーク機器が、前記第１の業務処理サ
ブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を補正し、又は前記第１の業
務処理サブシステムのＩＰアドレスのマッピング関係を復元するように制御することを特
徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　第１の業務処理サブシステムと、第２の業務処理サブシステムと、アドレスマッピング
を行うネットワーク機器と、を含む緊急時用切り替えシステムであって、
　前記第１の業務処理サブシステムは、第３の事業者ネットワークが設置した第１の事業
者ネットワークへの第１の相互接続ゲートウェイシステムであって、前記ネットワーク機
器を介して前記第１の事業者ネットワークにおける第３の相互接続ゲートウェイシステム
との接続を確立し、正常状態において、前記第３の相互接続ゲートウェイシステムからの
メッセージを処理し、
　前記第２の業務処理サブシステムは、前記第３の事業者ネットワークが設置した第２の
事業者ネットワークへの第２の相互接続ゲートウェイシステムであって、前記ネットワー
ク機器を介して前記第２の事業者ネットワークにおける第４の相互接続ゲートウェイシス
テムとの接続を確立し、正常状態において、前記第４の相互接続ゲートウェイシステムか
らのメッセージを処理し、
　前記ネットワーク機器が、前記第１の業務処理サブシステムにおける機器に問題が発生
した後、前記第１の業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスを前記第２の業
務処理サブシステムにマッピングするように、前記第１の業務処理サブシステムにマッピ
ングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正し、
　前記第２の業務処理サブシステムが、前記ネットワーク機器によって前記第１の業務処
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理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正した後、予め記憶
した前記第１の業務処理サブシステムの業務を処理するに必要なデータに基づいて、前記
第１の業務処理サブシステムの業務を処理することを特徴とする緊急時用切り替えシステ
ム。
【請求項７】
　前記第２の業務処理サブシステムは、具体的に、前記ネットワーク機器によって前記第
１の業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正した後
、予め設定された前記第１の業務処理サブシステムの通信対象との接続用の第１の緊急時
用アカウントを利用し始め、前記第１の緊急時用アカウントで前記第１の業務処理サブシ
ステムの通信対象との接続を確立することを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第２の業務処理サブシステムは、具体的に、前記ネットワーク機器によって前記第
１の業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正した後
、予め設定された周辺機器との接続用の第２の緊急時用アカウントを利用し始め、前記第
２の緊急時用アカウントで前記第１の業務処理サブシステムの周辺機器との接続を確立す
ることを特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ネットワーク機器は、さらに、前記第１の業務処理サブシステムにおける機器が故
障を排除した後、前記第１の業務処理サブシステムのＩＰアドレスのマッピング関係を復
元し、
　前記第２の業務処理サブシステムは、さらに、前記第１の業務処理サブシステムにおけ
る機器が故障を排除した後、前記第１の業務処理サブシステムの通信対象及び周辺機器と
の接続を切断し、
　前記第１の業務処理サブシステムは、故障を排除した後、前記通信対象及び周辺機器と
の接続を再び確立することを特徴とする請求項６、７又は８のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項１０】
　前記第２の業務処理サブシステムは、さらに、前記第２の業務処理サブシステムに予め
設定されたネットワーク機器スクリプトを実行し、前記アドレスマッピングを担当するネ
ットワーク機器が前記第１の業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッ
ピング関係を修正し、又は前記第１の業務処理サブシステムのＩＰアドレスのマッピング
関係を復元するように制御されることを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術に関し、具体的に、緊急時用切り替え方法及びそのシステムに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、多くの通信システムには、複数の業務処理サブシステムが存在して、各業務処理
サブシステムは相対的に独立したものである。例えば、事業者のネットワーク間における
ポイント・ツー・ポイントの色付きテキストメッセージの転送サービスシステムにおいて
、色付きテキストメッセージの相互接続ゲートウェイ業務処理サブシステムが用いられて
いて、各事業者は他の事業者との間でいずれも相互接続ゲートウェイ業務処理サブシステ
ムを備えているので、各事業者は少なくとも２セットの相互接続ゲートウェイ業務処理サ
ブシステムを備えている。
【０００３】
　各業務処理サブシステムはいずれも通信中に重要な作用を果たしているので、業務処理
サブシステムにおける機器の故障を回避するため、通常、重要の機器にバックアップを行
う。現在、常用のバックアップ技術はホットスタンバイ技術である。
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【０００４】
　しかし、ホットスタンバイ技術には、１）一つのサーバーのフレームが停電などの原因
で稼動できない場合、本番機及び予備機はいずれもフレームの停電により停電してしまい
、稼動できなく、適時に切り替えることができなく、２）切り替えに失敗した場合、業務
の正常実行を保証できなくなる問題が存在する。このような２つの状況が発生すると、予
備機を手動で起動させて、問題が発生した機器が行っていた業務を行わせるが、通常、少
なくとも１～２時間の時間がかかる必要があり、また、手動の切り替えには手間がかかる
と共に、事故が発生しやすい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、本番機に問題が発生した時に簡単且つ速やかに予備機を起動できる緊急時用
切り替え方法及びそのシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記技術課題を解決するため、本発明は以下のように実現する。
　緊急時用切り替え方法は、第１の業務処理サブシステムにおける機器に問題が発生した
後、第１の業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスを第２の業務処理サブシ
ステムにマッピングするように、アドレスマッピングを担当するネットワーク機器によっ
て、第１の業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正
し、前記第１の業務処理サブシステムの業務を処理するに必要なデータを予め記憶した前
記第２の業務処理サブシステムによって、前記第１の業務処理サブシステムの業務を処理
するステップを含む。
【０００７】
　前記第２の業務処理サブシステムによって、第１の業務処理サブシステムの業務を処理
するステップは、前記第２の業務処理サブシステムが、前記第１の業務処理サブシステム
の通信対象との接続用の予め設定された第１の緊急時用アカウントを利用し始め、前記第
１の緊急時用アカウントで前記第１の業務処理サブシステムの通信対象との接続を確立す
ることを含む。
【０００８】
　前記第２の業務処理サブシステムによって、第１の業務処理サブシステムの業務を処理
するステップは、前記第２の業務処理サブシステムが、前記第１の業務処理サブシステム
の周辺機器との接続用の予め設定された第２の緊急時用アカウントを利用し始め、前記第
２の緊急時用アカウントで前記第１の業務処理サブシステムの周辺機器との接続を確立す
ることを含む。
【０００９】
　前記第２の業務処理サブシステムによって、第１の業務処理サブシステムの業務を処理
した後、さらに、前記第１の業務処理サブシステムにおける機器が故障を排除した後、前
記ネットワーク機器がマッピング関係を復元し、前記第２の業務処理サブシステムが第１
の業務処理サブシステムの通信対象及び周辺機器との接続を切断し、前記第１の業務処理
サブシステムが前記通信対象及び周辺機器との接続を確立するステップを含む。
【００１０】
　アドレスマッピングを担当する前記ネットワーク機器が、第１の業務処理サブシステム
にマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正するステップは、具体的に、前記
第２の業務処理サブシステムは、予め設定されたネットワーク機器スクリプトを実行して
、アドレスマッピングを担当する前記ネットワーク機器が、第１の業務処理サブシステム
にマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を補正し、又は前記第１の業務処理サブ
システムのＩＰアドレスのマッピング関係を復元するように制御する。
【００１１】
　緊急時用切り替えシステムは、第１の業務処理サブシステムと、第２の業務処理サブシ
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ステムと、アドレスマッピングを行うネットワーク機器と、を含む緊急時用切り替えシス
テムであって、アドレスマッピングを行う前記ネットワーク機器が、前記第１の業務処理
サブシステムにおける機器に問題が発生した後、第１の業務処理サブシステムにマッピン
グしたＩＰアドレスを第２の業務処理サブシステムにマッピングするように、第１の業務
処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正し、前記第２の
業務処理サブシステムが、前記ネットワーク機器によって第１の業務処理サブシステムに
マッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正した後、予め記憶した前記第１の業
務処理サブシステムの業務を処理するに必要なデータに基づいて、前記第１の業務処理サ
ブシステムの業務を処理する。
【００１２】
　前記第２の業務処理サブシステムは、具体的に、前記ネットワーク機器によって第１の
業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正した後、予
め設定された前記第１の業務処理サブシステムの通信対象との接続用の第１の緊急時用ア
カウントを利用し始め、前記第１の緊急時用アカウントで前記第１の業務処理サブシステ
ムの通信対象との接続を確立する。
【００１３】
　前記第２の業務処理サブシステムは、具体的に、前記ネットワーク機器によって第１の
業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正した後、予
め設定された周辺機器との接続用の第２の緊急時用アカウントを利用し始め、前記第２の
緊急時用アカウントで前記第１の業務処理サブシステムの周辺機器との接続を確立する。
【００１４】
　前記ネットワーク機器は、さらに、前記第１の業務処理サブシステムにおける機器が故
障を排除した後、前記第１の業務処理サブシステムのＩＰアドレスのマッピング関係を復
元し、前記第２の業務処理サブシステムは、さらに、前記第１の業務処理サブシステムに
おける機器が故障を排除した後、第１の業務処理サブシステムの通信対象及び周辺機器と
の接続を切断し、前記第１の業務処理サブシステムは、故障を排除した後、通信対象及び
周辺機器との接続を再び確立する。
【００１５】
　前記第２の業務処理サブシステムは、さらに、前記第２の業務処理サブシステムに予め
設定されたネットワーク機器スクリプトを実行し、前記アドレスマッピングを担当するネ
ットワーク機器が第１の業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピン
グ関係を修正し、又は前記第１の業務処理サブシステムのＩＰアドレスのマッピング関係
を復元するように制御される。
【００１６】
　本発明の実施例により提供される緊急時用切り替え方法及びそのシステムによると、ア
ドレスマッピングを行うことのできる前級のネットワーク機器においてＩＰアドレスを配
置・マッピングすることによって、各業務処理サブシステムにおいて対応する機器を互い
の予備機とし、一つの業務処理サブシステムの機器に問題が発生した場合、前級のネット
ワーク機器にて該ネットワーク機器にマッピングしたＩＰアドレスを他の業務処理サブシ
ステムの対応する機器にマッピングし、他の業務処理サブシステムの対応する機器を予備
機として問題のある機器の業務を処理すればよいであるので、本番機に問題が発生した場
合、簡単且つ速やかに予備機を起動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施例に係わる緊急時用切り替え方法を示す第１のフローチャ
ートである。
【図２】図２は、本発明の実施例に係わる緊急時用切り替え方法を示す第２のフローチャ
ートである。
【図３】図３は、本発明の実施例に係わる緊急時用切り替えシステムの構造を示す図であ
る。
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【図４】図４は、本発明の実施例に係わる聯通ネットワークにおける色付きテキストメッ
セージの緊急切り替えシステムの構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施例によると、緊急時用切り替え方法及びそのシステムを提供している。通
常のシステムにはいずれもアドレスマッピングを行うネットワーク構成要素が存在し、該
ネットワーク構成要素はルーターであることができ、多数の場合、セキュリティ管理とア
ドレスマッピングを行うファイアーウォールである。本発明の実施例において、該アドレ
スマッピングを行うことができるネットワーク構成要素を用いて、予め配置することによ
って、業務処理サブシステムにおける機器に問題が発生した後、アドレスマッピング関係
を修正して、問題のある業務処理サブシステムに転送すべきデータを予備系の業務処理サ
ブシステムとしての他の業務処理サブシステムに転送し、予備系の業務処理サブシステム
によって問題のある業務処理サブシステムの業務を一時的に処理することによって、予備
機を速やかに稼動すると共に、２つの業務処理サブシステム間の距離が制限されないので
、柔軟性に優れている。
【００１９】
　図１に示すように、本発明の実施例により提供される緊急時用切り替え方法は以下のス
テップを含む。
【００２０】
　第１の業務処理サブシステムにおける機器に問題が発生した後、通信システム中のアド
レスマッピングを担当しているネットワーク機器は、第１の業務処理サブシステムにマッ
ピングしたＩＰアドレスを第２の業務処理サブシステムにマッピングするように、第１の
業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正する（ステ
ップ１０１）。
【００２１】
　第２の業務処理サブシステムは、第１の業務処理サブシステムの業務を処理し（ステッ
プ１０２）、第２の業務処理サブシステムには第１の業務処理サブシステムの業務を処理
するに必要なデータが予め記憶されている。
【００２２】
　このように、予め設定することによって、第１の業務処理サブシステムにマッピングし
たＩＰアドレスを第２の業務処理サブシステムにマッピングするように直接修正し、また
、第１の業務処理サブシステムの業務を処理するに必要なデータを予め第２の業務処理サ
ブシステムに記憶しておくと、第２の業務処理サブシステムを第１の業務処理サブシステ
ムの予備系の業務処理サブシステムとすることができ、第１の業務処理サブシステムが正
常に稼動できない場合、第１の業務処理サブシステムの業務を一時的に処理し、切り替え
フローが速やかで簡単であって、また、アドレスマッピング関係を修正する方法を用いた
ので、第１の業務処理サブシステムと第２の業務処理サブシステムの位置関係に何の要求
もなく、第１の業務処理サブシステムと第２の業務処理サブシステムがかなり離れた２つ
の都市に位置することもできるので、地域的な停電などの事故が発生しても、本発明の実
施例による緊急時用切り替え方法を用いて緊急時用処理を行うことができる。
【００２３】
　その中、アドレスマッピングを行うネットワーク機器がルーターや交換機であることが
できれば、セキュリティ管理を行うことができると共にアドレスマッピングを行うことも
できるファイアーウォールであることもできる。
【００２４】
　通常、通信中のセキュリティを保証するため、各業務処理サブシステムはいずれもアカ
ウントで通信対象及び周辺機器との接続を確立し、該接続に基づいて通信及び関連業務の
処理を実現する。この場合、第２の業務処理サブシステムに緊急時用アカウントを設定す
る必要があって、幾つの通信対象及び周辺機器との接続を確立する必要があると、それに
対応する数の緊急時用アカウントを設定しなければならない。第２の業務処理サブシステ
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ムは、ネットワーク機器によって第１の業務処理サブシステムにマッピングしたＩＰアド
レスのマッピング関係を修正した後、予め設定された第１の業務処理サブシステムの通信
対象との接続用の第１の緊急時用アカウントを利用し始め、第１の緊急時用アカウントで
第１の業務処理サブシステムの通信対象との接続を確立し、第１の業務処理サブシステム
が周辺機器を備えていると、第２の業務処理サブシステムは、予め設定された第１の業務
処理サブシステムの周辺機器との接続用の第２の緊急時用アカウントを利用し、第２の緊
急時用アカウントで第１の業務処理サブシステムの周辺機器との接続を確立しなければな
らない。
【００２５】
　また、本発明の実施例によると、さらに、各業務処理サブシステムに対応するネットワ
ーク機器のスクリプトを配置し、業務処理サブシステムが他の業務処理サブシステムの業
務を引継ぐ場合、該業務処理サブシステムは、対応するネットワーク機器のスクリプトを
実行すると、ネットワーク機器が故障のある業務処理サブシステムに転送すべきデータを
該業務処理サブシステムに転送するように、アドレスマッピングを行うネットワーク機器
によるアドレスマッピング関係の修正を制御することができる。故障を排除した後、対応
するスクリプトを再び実行すると、ネットワーク機器がデータを故障排除した業務処理サ
ブシステムに正常に転送するように、アドレスマッピングを行うネットワーク機器による
アドレスマッピング関係の復元を制御する。マッピングアドレスの修正及び復元はいずれ
も極めて簡単である。
【００２６】
　また、図２に示すように、本発明の実施例による緊急時用切り替え方法はさらに以下の
ステップを含む。
【００２７】
　第１の業務処理サブシステムにおける機器が故障を排除した後、ネットワーク機器はマ
ッピング関係を復元する（ステップ１０３）。
【００２８】
　第２の業務処理サブシステムは、第１の緊急時用アカウントと第２の緊急時用アカウン
トの接続を切断し、第１の業務処理サブシステムが通信対象及び周辺機器との接続を確立
する（ステップ１０４）。
【００２９】
　これによって、第２の業務処理サブシステムが第１の業務処理サブシステムの通信対象
及び周辺機器との接続を簡単且つ速やかに切断することができ、第２の業務処理サブシス
テムから第１の業務処理サブシステムへ切り替えることができる。
【００３０】
　本発明の実施例によると、緊急時用切り替えシステムを提供し、図３に示すように、第
１の業務処理サブシステム３０１と、第２の業務処理サブシステム３０２と、アドレスマ
ッピングを行うネットワーク機器３０３と、を含む。
【００３１】
　その中、アドレスマッピングを行うネットワーク機器３０３は、第１の業務処理サブシ
ステム３０１における機器に問題が発生した後、第１の業務処理サブシステム３０１にマ
ッピングしたＩＰアドレスを第２の業務処理サブシステム３０２にマッピングするように
、第１の業務処理サブシステム３０１にマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を
修正するためのものである。
【００３２】
　第２の業務処理サブシステム３０２は、ネットワーク機器によって第１の業務処理サブ
システム３０１にマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正した後、予め記憶
した第１の業務処理サブシステム３０１の業務の処理に必要なデータに基づいて、第２の
業務処理サブシステム３０２の業務を処理するためのものである。
【００３３】
　その中、ネットワーク機器３０３は、ルーターや交換機であることができ、ファイアー
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ウォールであることもできる。
【００３４】
　また、アカウントで第１の業務処理サブシステムの通信対象と接続を確立する必要があ
る場合、第２の業務処理サブシステム３０２は、具体的に、ネットワーク機器によって第
１の業務処理サブシステム３０１にマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関係を修正
した後、予め設定された第１の業務処理サブシステム３０１の通信対象との接続用の第１
の緊急時用アカウントを利用し始め、第１の緊急時用アカウントで第１の業務処理サブシ
ステム３０１の通信対象との接続を確立する。
【００３５】
　第１の業務処理サブシステム３０１に周辺機器がある場合、周辺機器とのセキュリティ
通信を行うため、第２の業務処理サブシステム３０２は、具体的に、ネットワーク機器に
よって第１の業務処理サブシステム３０１にマッピングしたＩＰアドレスのマッピング関
係を修正した後、予め設定された周辺機器との接続用の第２の緊急時用アカウントを利用
し始め、第２の緊急時用アカウントで第１の業務処理サブシステム３０１の周辺機器との
接続を確立する。
【００３６】
　また、第１の業務処理サブシステムの故障排除後の復元の便宜を図るため、ネットワー
ク機器３０３は、さらに、第１の業務処理サブシステム３０１における機器が故障を排除
した後、第１の業務処理サブシステム３０１のＩＰアドレスのマッピング関係を復元する
。
【００３７】
　第２の業務処理サブシステム３０２は、さらに、第１の業務処理サブシステムにおける
機器が故障を排除した後、第１の緊急時用アカウントと第２の緊急時用アカウントでの接
続を切断し、即ち、第１の業務処理サブシステムの通信対象及び周辺機器との接続を切断
する。
【００３８】
　第１の業務処理サブシステム３０１は、故障を排除した後、通信対象及び周辺機器との
接続を再び確立する。
【００３９】
　以下、具体的な実施例によって説明する。
　図４に示すように、聯通ネットワークを例にすると、聯通ネットワークにおける通信シ
ステムが移動ネットワークと電信ネットワークと異なるので、ネットワーク間の業務を実
現するため、聯通ネットワークが、移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１と電信
向け相互接続ゲートウェイシステム４０２を設定する必要があり、通常、色付きテキスト
メッセージ業務を例にすると、移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１と電信向け
相互接続ゲートウェイシステム４０２は各自の色付きテキストメッセージを処理し、両方
間ではメッセージを交換しない。
【００４０】
　移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１のＩＰアドレスがＩＰ２ａであって、フ
ァイアーウォール４０５を介して移動ネットワークにおける相互接続ゲートウェイシステ
ム４０３との接続を確立し、ファイアーウォール４０５が該接続に設定されたＩＰアドレ
スがＩＰ１ａであるとすると、移動ネットワークにおける相互接続ゲートウェイシステム
４０３と移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１が通信を行う場合、移動ネットワ
ークにおける相互接続ゲートウェイシステム４０３がデータをＩＰ１ａのアドレスに送信
し、ファイアーウォール４０５によってＩＰ１ａのアドレスをＩＰ２ａにマッピングし、
実際に、移動ネットワークにおける相互接続ゲートウェイシステム４０３がデータをＩＰ
１ａのアドレスに送信したが、ファイアーウォール４０５のマッピングによって、移動ネ
ットワークにおける相互接続ゲートウェイシステム４０３が、データを、ＩＰアドレスが
ＩＰ２ａである移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１に送信したことになる。同
じく、電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２のＩＰアドレスがＩＰ２ｂであって
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、ファイアーウォール４０５を介して電信ネットワークにおける相互接続ゲートウェイシ
ステム４０４との接続を確立し、ファイアーウォール４０５が、該接続に設定されたＩＰ
アドレスがＩＰ１ｂであるとすると、電信ネットワークにおける相互接続ゲートウェイシ
ステム４０４と電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２が通信を行う場合、電信ネ
ットワークにおける相互接続ゲートウェイシステム４０４がデータをＩＰ１ｂのアドレス
に送信したが、ファイアーウォール４０５のマッピングによって、電信ネットワークにお
ける相互接続ゲートウェイシステム４０４が、データを、ＩＰアドレスがＩＰ２ｂである
電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２に送信することになる。
【００４１】
　本発明の実施例により提供される緊急時用切り替え方法によると、電信向け相互接続ゲ
ートウェイシステム４０２に異常が発生しサービスを提供できなった後、移動向け相互接
続ゲートウェイシステム４０１にて予定のファイアーウォールスクリプト又はメニュー操
作を実行し、移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１によって電信向け相互接続ゲ
ートウェイシステム４０２の業務を引継ぐことができる。移動向け相互接続ゲートウェイ
システム４０１において予定のファイアーウォールスクリプト又はメニュー操作を実行し
た後、ファイアーウォール４０５を制御してＩＰ１ｂのマッピングアドレスをＩＰ２ｂか
らＩＰ２ａに修正し、電信ネットワークにおける相互接続ゲートウェイシステム４０４か
ら電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２に送信されたメッセージは、アドレスマ
ッピング関係に応じて、移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１に送信され、また
、このような切り替えは費用が低く、業務損失を最大限に低減することができる。電信向
け相互接続ゲートウェイシステム４０２が正常に復元された後、移動向け相互接続ゲート
ウェイシステム４０１にて復元し、予定のファイアーウォールスクリプト又はメニュー操
作を実行した後、ファイアーウォール４０５にＩＰ１ｂのマッピングアドレスをＩＰ２ｂ
に復元させ、業務を電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２に切り替えることがで
きる。同じく、移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１に異常が発生しサービスを
提供できなった後、電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２を予備系の業務処理サ
ブシステムとすることができる。
【００４２】
　また、ネットワーク方面から、主系/予備系伝送リンクの方式で緊急時用切り替えを行
うこともでき、各リンクは統一の帯域幅を用いる。
【００４３】
　移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１には、電信向け相互接続ゲートウェイシ
ステム４０２の、例えば電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２と、色付きテキス
トメッセージセンター、電信ネットワークにおける相互接続ゲートウェイシステム４０４
などの周辺機器及び通信対象とのアカウント、パスワードなどのアカウントデータを配置
する必要があり、該アカウントが緊急時用アカウントである。さらに、電信向け相互接続
ゲートウェイシステム４０２の、例えばネットワーク番号、番号区間等の業務データを配
置して、移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１が引継いた後に認定などの業務を
正常に行うように保証しなければならない。同じく、電信向け相互接続ゲートウェイシス
テム４０２にも、移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１のアカウントデータ及び
業務データを配置しなければならない。
【００４４】
　また、操作システムに「ワンキー引継ぎ」、「ワンキーリカバリー」の機能を備えたキ
ー又は選択肢を追加し、トリガーされた後、引継ぐ又は復元する際に用いられるファイア
ーウォールスクリプトを直接利用するようにすることができ、作業者の操作に便利である
。
【００４５】
　例えば、移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１に電信向け相互接続ゲートウェ
イシステム４０２と電信ネットワークにおける相互接続ゲートウェイシステム４０４のア
カウントを第１の緊急時用アカウントとして配置し、電信向け相互接続ゲートウェイシス
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テム４０２と色付きテキストメッセージセンターのアカウントを第２の緊急時用アカウン
トとして配置する。同じく、電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２にも移動向け
相互接続ゲートウェイシステム４０１と移動ネットワークにおける相互接続ゲートウェイ
システム４０３のアカウントを第１の緊急時用アカウントとして配置し、移動向け相互接
続ゲートウェイシステム４０１と色付きテキストメッセージセンターのアカウントを第２
の緊急時用アカウントとして配置する。
【００４６】
　移動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１の上の配置インターフェースにおいて２
つのファイアーウォールスクリプトを配置し、その中の一つが電信業務を引継ぐファイア
ーウォールスクリプトであり、ＩＰ１ｂをＩＰ２ａにマッピングし、他の一つが電信業務
を電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２のファイアーウォールスクリプトに復元
するものであり、ＩＰ１ｂをＩＰ２ｂにマッピングする。同じく、電信向け相互接続ゲー
トウェイシステム４０２の上の配置インターフェースにおいて２つのファイアーウォール
スクリプト、即ち移動業務を引継ぐスクリプト及び移動業務を復元するスクリプトを配置
し、異なる実際状況に応じて、配置されるファイアーウォールスクリプトは異なるが、い
ずれもアドレスのマッピング関係によって業務の引継ぎ及び復元を実現する。当該技術案
におけるファイアーウォールは、ＩＰアドレスのマッピング修正さえできれば、ルーター
又は４階層の交換機であることができる。
【００４７】
　電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２における機器に異常が発生した場合、移
動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１において対応する操作を行うことができ、移
動向け相互接続ゲートウェイシステム４０１が引継ぎコマンドを受信した後、又は移動向
け相互接続ゲートウェイシステム４０１がハンドシェイクプロトコルに基づいて電信向け
相互接続ゲートウェイシステム４０２における機器に異常が発生したことを発見した場合
、ファイアーウォール４０５がＩＰ１ｂをＩＰ２ａにマッピングするように、電信業務を
引継ぐファイアーウォールスクリプトを自動的に実行し、ＩＰ２ａから電信ネットワーク
における相互接続ゲートウェイシステム４０４にアクセスする場合、反対端から見られる
のもＩＰ１ｂであって、これによって反対端が切り替え前後に見たのを同一のＩＰアドレ
スに確保し、切り替えを行う場合に通信対象の協力を必要としない。移動向け相互接続ゲ
ートウェイシステム４０１は、自動的に、電信ネットワークにおける相互接続ゲートウェ
イシステム４０４と色付きテキストメッセージセンターなどの周辺機器との緊急時用アカ
ウントを含む全ての緊急時用アカウントを利用し始める。移動向け相互接続ゲートウェイ
システム４０１が元のアカウントとルーティングデータを自動的に継承したので、色付き
テキストメッセージセンターから電信ユーザに送信したメッセージが、移動向け相互接続
ゲートウェイシステム４０１に自動的に転送され、電信ネットワークにおける相互接続ゲ
ートウェイシステム４０４から聯通ネットワークに送信したメッセージも、移動向け相互
接続ゲートウェイシステム４０１に自動的に転送され、電信業務の引継ぎを完成する。
【００４８】
　電信向け相互接続ゲートウェイシステム４０２が正常に復元されると、移動向け相互接
続ゲートウェイシステム４０１にて復元の操作を行い、移動向け相互接続ゲートウェイシ
ステム４０１は復元コマンドを受信した後、ファイアーウォール４０５がＩＰ１ｂをＩＰ
２ｂにマッピングするように、自動的に電信業務を復元するファイアーウォールスクリプ
トを実行し、色付きテキストメッセージセンターと電信ネットワークにおける相互接続ゲ
ートウェイシステム４０４の緊急時用アカウントを含む全ての緊急時用アカウントの利用
を禁止し、これらの緊急時用アカウントの接続を自動的に切断し、電信向け相互接続ゲー
トウェイシステム４０２は起動された後、関連するアカウントでの接続を自動的に確立し
、電信業務の復元を完成する。
【００４９】
　本発明の実施例により提供される緊急時用切り替え方法及びシステムによると、アドレ
スマッピングを行うことのできる前級のネットワーク機器にてＩＰアドレスを配置・マッ
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ピングし、各業務処理サブシステムにおける対応する機器を互いに予備機とし、一つの業
務処理サブシステムの機器に問題が発生した場合、前級のネットワーク機器にて該ネット
ワーク機器にマッピングしたＩＰアドレスを他の業務処理サブシステムの対応する機器に
マッピングし、他の業務処理サブシステムの対応する機器を予備機として問題のある機器
の業務を処理すればよく、これによって本番機に問題が発生した場合、簡単且つ速やかに
予備機を起動することができる。
【００５０】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での如何なる修正、
置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。

【図１】

【図２】

【図３】
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